
2015年12月１日 第28号 

　
６
月
25
日
︵
木
︶
に
、
日
田
税
務
署
法

人
課
税
部
門
の
豊
田
統
括
を
講
師
に
招
い

て
、改
正
税
法
を
テ
ー
マ
に
﹁
税
研
修
会
﹂

を
開
催
し
ま
し
た
。

　
法
人
会
に
は
、
総
務
・
税
制
・
広
報
・

組
織
・
厚
生
・
事
業
研
修
の
専
門
委
員
会

が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
事
業
の
具
体

的
な
実
施
協
議
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
南
九
連
総
会
が
、
９
月
17
日
︵
木
︶
に

熊
本
市
で
開
催
さ
れ
、
熊
本
国
税
局
の
渡

邉
局
長
が
﹁
こ
れ
か
ら
の
人
づ
く
り
、
組

織
づ
く
り
﹂
を
テ
ー
マ
に
講
演
さ
れ
ま
し

た
。

　
10
月
27
日
︵
火
︶
及
び
11
月
４
日
︵
水
︶

に
全
法
連
全
国
大
会
で
決
議
さ
れ
た
﹁
税

制
改
正
に
関
す
る
提
言
書
﹂
に
つ
い
て
、

衛
藤
代
議
士
、
原
田
日
田
市
長
、
嶋
﨑
日

田
市
議
会
議
長
に
実
現
に
向
け
て
の
要
望

を
行
い
ま
し
た
。

　
９
月
11
日
︵
金
︶
に
47
団
体
１
８
１
人

の
参
加
の
も
と
、
天
瀬
温
泉
カ
ン
ト
リ
ー

ク
ラ
ブ
に
お
い
て
﹁
第
四
回
チ
ャ
リ
テ
ィ

ゴ
ル
フ
大
会
﹂
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
大
会
終
了
後
、
大
会
の
益
金
に
つ
き
ま

し
て
は
、
日
田
市
・
玖
珠
町
・
九
重
町
の

社
会
福
祉
事
業
に
寄
贈
い
た
し
ま
し
た
。

 

理
事
「
税
研
修
会
」
を
開
催

南
九
連
「
熊
本
国
税
局
長
」
講
話

「
平
成
28
年
度
税
制
改
正
に

　
　
　
関
す
る
提
言
」
を
要
望

社
会
福
祉
事
業
へ
の
寄
贈
を
目
的
に

「
チ
ャ
リ
テ
ィ
ゴ
ル
フ
大
会
」
を
開
催

各
専
門
委
員
会
を
開
催

本

部
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日
田
支
部

「
新
一
年
生
」
へ

　
　
「
防
犯
ベ
ル
」
を
贈
呈

商
工
会
と
「
講
演
会
」
を
共
催

「
税
金
ク
イ
ズ
大
会
」
を
開
催

　
玖
珠
支
部
で
は
、
玖
珠
町
商
工
会
と
の

共
催
で
、
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

◇
日
時
　
11
月
15
日
︵
日
︶
午
後
一
時

◇
講
師
　
大
分
大
学
工
学
部

　
　
　
　
　
　
　
姫 

野 

由 

香 

助
教

◇
テ
ー
マ

　
﹁
中
心
市
街
地
の
再
生
と
デ
ザ
イ
ン
﹂

◇
会
場
　
ホ
テ
ル
清
流

　
玖
珠
支
部
で
は
、
第
十
二
回
機
関
庫
ま

つ
り
に
お
い
て
、
○×

形
式
の
﹁
税
金
ク

イ
ズ
大
会
﹂
を
開
催
し
ま
し
た
。

◇
日
時
　
10
月
11
日
︵
日
︶

　
　
　
　
午
前
11
時
50
分

　
日
田
支
部
で
は
、
税
の
啓
発
を
目
的
と

し
て
、
○×

形
式
の
﹁
税
金
ク
イ
ズ
大

会
﹂
を
10
月
11
日
︵
日
︶
に
健
康
福
祉
祭

り
会
場
︵
中
央
公
園
︶
で
開
催
し
ま
し
た
。

　
こ
の
研
修
会
は
、
日
田
市
内
４
地
区
に

お
い
て
、
法
人
会
員
及
び
一
般
市
民
の
出

席
を
い
た
だ
き
、
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

◇
開
催
日
・
対
象
地
区
・
会
場

　
・
10
月
29
日
︵
木
︶

　
　
日
田
北
部
11
地
区
　
ご
う
や
亭

　
・
11
月
10
日
︵
火
︶

　
　
大
山
・
津
江
地
区
　
ひ
び
き
の
郷

　
・
11
月
17
日
︵
火
︶

　
　
日
田
南
部
６
地
区
　
想
夫
恋

　
・
12
月
２
日
︵
水
︶ =

予
定=

　
　
天
瀬
地
区
　
天
龍
荘

◇
演
題
・
講
師

　
①
﹁
平
成
27
年
税
制
改
正
な
ど
﹂

　
　
日
田
税
務
署
・
豊
田
統
括
調
査
官

　
②
﹁
事
業
を
う
ま
く
引
き
継
ぐ
た
め
に
﹂

　
　
南
九
州
税
理
士
会
・
小
ヶ
内
税
理
士

　
③
﹁
福
利
厚
生
制
度
﹂

　
　
大
同
生
命
㈱
・
垂
水
所
長

　
平
成
27
年
度
に
日
田
市
内
の
小
学
校
へ

入
学
す
る
﹁
新
一
年
生
﹂
６
４
５
名
の
児

童
に
、
登
下
校
時
な
ど
で
の
身
の
危
険
や

安
全
を
自
分
自
身
で
守
る
た
め
、
ま
た
事

故
の
未
然
防
止
の
た
め
の
ラ
イ
ト
付
﹁
防

犯
ベ
ル
﹂
を
寄
贈
し
ま
し
た
。

◇
贈
呈
式

　
平
成
27
年
２
月
17
日
︵
火
︶
午
前
11
時

　
日
田
市
教
育
長
室

◇
配
布
日

　
各
小
学
校
の
新
一
年
生
入
学
式
に
て

　
贈
呈

税
・
経
営
・
福
利
厚
生
の

　
　
「
地
区
研
修
会
」
を
開
催

玖
珠
支
部

「
税
金
ク
イ
ズ
大
会
」
を
開
催
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◇
会
場
　
豊
後
森
機
関
庫
跡
地

　
支
部
研
修
会
は
、
日
田
税
務
署
法
人
課

税
部
門
の
豊
田
統
括
を
講
師
に
招
聘
し

て
、
次
に
よ
り
開
催
予
定
で
す
。

◇
日
時
　
12
月
８
日
︵
火
︶
午
後
６
時

◇
会
場
　
ホ
テ
ル
清
流

◇
演
題
　
﹁
平
成
27
年
度
税
制
改
正
等
﹂

　
　
　
　
に
つ
い
て

　
九
重
支
部
で
は
、
第
21
回
九
重
ふ
る
さ

と
祭
り
に
お
い
て
、
﹁
税
金
ク
イ
ズ
﹂
を

実
施
し
ま
し
た
。

◇
日
時
　
10
月
18
日
︵
日
︶
午
後
３
時

◇
会
場
　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
前
広
場

　
支
部
研
修
会
は
、
日
田
税
務
署
法
人
課

税
部
門
の
豊
田
統
括
を
講
師
に
招
聘
し

て
、
次
に
よ
り
開
催
予
定
で
す
。

◇
日
時
　
11
月
30
日
︵
月
︶
午
後
６
時

◇
会
場
　
や
ま
な
み
牧
場

◇
演
題
　
﹁
平
成
27
年
度
税
制
改
正
等
﹂

　
　
　
　
に
つ
い
て

　
女
性
部
会
総
会
に
お
い
て
、
次
の
と
お

り
記
念
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

◇
日
時
　
４
月
30
日
︵
木
︶
午
前
11
時

◇
会
場
　
み
く
ま
ホ
テ
ル

◇
演
題
・
講
師

　
﹁
笑
っ
て
元
気
﹂

　
　
　
お
お
い
た
観
光
大
使

　
　
　
　
　
　
矢 
野 
大 

和
　
氏

　
女
性
部
会
役
員
に
よ
り
、
全
法
連
の
取

組
み
の
一
環
と
し
て
、
７
月
23
日
︵
木
︶

の
祇
園
集
団
顔
見
世
に
合
わ
せ
、
Ｊ
Ｒ
日

田
駅
前
に
て
啓
発
の
う
ち
わ
を
配
布
し
、

節
電
を
呼
び
か
け
ま
し
た
。

「
税
研
修
会
」
を
開
催

「
税
金
ク
イ
ズ
大
会
」
を
開
催

「
税
研
修
会
」
を
開
催

九
重
支
部

女
性
部
会

総
会
「
記
念
講
演
会
」
を
開
催

節
電
啓
発
活
動

「
い
ち
ご
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
実
施

昨年度の研修会

昨年度の研修会昨年度の研修会
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署 長

総 務 課 長

総 務 係 長

管理運営・徴収統括官

個 人 １ 統 括 官

個 人 ２ 統 括 官

法 人 統 括 官

嵩原　安伸

穴井　宏典

田崎　欽也

久保　哲男

志水　　浩

藤澤　美幸

豊田　憲昭

国税庁熊本派遣　国税庁監察官　主任監察官

（留任）

大分税務署　個人課税第４部門　国税調査官

（留任）

熊本西税務署　国際税務専門官

（留任）

（留任）

氏　　名 旧　役　職

転　　　　入 転　　　　出

氏　　名 新　役　職

木 下 雅 弘

後 藤 崇 泰

岩 渕 義 文

別府税務署長

延岡税務署　個人課税第２部門　国税調査官

退　職

︵
平
成
27
年
７
月
10
日
付
︶

税
務
署

　
異
動
の
お
知
ら
せ

区分

役職名

　
女
性
部
会
で
は
〝
税
を
考
え
る
週
間
〞

行
事
の
一
環
と
し
て
、
日
田
税
務
署
の
イ

ー
タ
ッ
ク
ス
・
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
の
チ
ラ

シ
の
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の

エ
コ
製
品
﹁
ケ
ナ
フ
製
の
水
切
り
ネ
ッ

ト
﹂
を
街
頭
配
布
し
、
﹁
税
﹂
と
﹁
環
境
﹂

の
普
及
・
啓
発
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

◇
日
時
・
場
所

　
11
月
11
日(

水) 

午
後
３
時
30
分
〜
５
時

　
・
日
田
支
部…

Ｊ
Ｒ
日
田
駅
周
辺

　
・
玖
珠
支
部…

Ｈ
Ｉ
ヒ
ロ
セ
周
辺

　
恒
例
の
研
修
会
は
、
日
田
税
務
署
の
嵩

原
安
伸
署
長
を
講
師
に
招
聘
し
、
次
の
と

お
り
開
催
し
ま
し
た
。

◇
日
時
　
11
月
19
日
︵
木
︶

　
　
　
　
午
前
10
時
30
分

◇
会
場
　
山
の
湯
︵
九
重
町
︶

◇
演
題
　
﹁
女
性
と
税
制
に
つ
い
て
﹂

　
　
園

田

 
 

匠

氏

　
︵
不
二
水
道
㈱
・
日
田
玖
珠
法
人
会 

理
事
︶

☆ 

日
田
税
務
署
長
表
彰

　
　
江

藤

秀

平

氏

　
︵
㈱
大
日
・
日
田
玖
珠
法
人
会 

常
任
理
事
︶

平
成
27
年
度
納
税
表
彰
受
賞
者

　
女
性
部
会
で
は
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
キ
ャ
ッ
プ
で
世
界
の
子
供
た
ち

に
ワ
ク
チ
ン
を
届
け
る
活
動
を
行

っ
て
お
り
ま
す
。

　
キ
ャ
ッ
プ
の
回
収
は
、
法
人
会

事
務
局
︵
各
支
部
︶
で
受
付
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
予
防
接
種
を
受

け
ら
れ
な
い
子
供
た
ち
を
救
う
た

め
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の

キ
ャ
ッ
プ
回
収
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

「
税
を
考
え
る
週
間
」
に

　
　
「
税
と
環
境
」
の
街
頭
活
動

「
税
研
修
会
」
を
開
催
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　会員の皆様で、法人名・代表者名・住所・電話番号が変更になりましたら、大変

お手数をおかけして恐縮ですが、法人会事務局までお知らせくださいますようお願

いいたします。

日田玖珠法人会とは？
ホームページのご案内

公益社団法人日田玖珠法人会 検 索

http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/hitakusu/

　ホームページには、日田玖珠法人会の研修会・

社会貢献活動など、色々な情報を掲載しておりま

す。また、大分県連・全法連のホームページにも

リンクできますので、ぜひご覧ください。

○　全国で約90万社、九州で約10万社、大分県で

　　約９千社、日田玖珠で約920社の会員企業から

　　なる団体です。

○　公平で健全な税制の実現のため、経営者の声を

　　政府等へアピールしています。

○　税の啓発・租税教育活動を行っています。

○　法人会は地域社会のお役に立っています。

① さまざまな業種の人との出会いは、新しい仕事のつながりを生みだします。

② 正しい税知識や経営のノウハウを身につけることができます。

③ 自分の住んでいる地域に貢献できます。

④ 若手経営者や女性経営者など、法人会活動を通じて組織経営を学ぶことがで 

　 きます。

⑤ 企業と従業員のため、お得な保険と福利厚生制度を利用できます。

入会するとこんなメリットがあります。

〜よき経営者をめざすものの団体　それが法人会です〜

法人会の皆様へ（お願い）

理

　
　念 

　法
人
会
は

　税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

　企
業
の
発
展
を
支
援
し

　地
域
の
振
興
に
寄
与
し

　国
と
社
会
の
繁
栄
に
貢
献
す
る

　経
営
者
の
団
体
で
あ
る

行

　動

　規

　範

［
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　と
し
て
の
責
務
］

〇
法
人
会
は
、
税
に
対
す
る
第
一
人
者

と
し
て
、
租
税
の
理
解
に
努
め
ま
す

〇
法
人
会
は
、
企
業
と
り
わ
け
中
小
企

業
の
立
場
か
ら
望
ま
し
い
税
制
・
財

政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
調
査
研
究
を

行
い
、
提
言
し
ま
す

〇
法
人
会
は
、
税
に
関
す
る
研
修
会
等

を
通
じ
、
納
税
意
識
の
高
揚
と
税
知

識
の
普
及
啓
蒙
を
図
り
ま
す

［
企
業
の
発
展
を
支
援
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　と
し
て
の
責
務
］

〇
法
人
会
は
、
研
修
活
動
・
情
報
提
供

を
通
じ
企
業
の
健
全
な
発
展
を
支

援
し
ま
す

〇
法
人
会
は
、
会
員
相
互
の
交
流
・
情

報
交
換
を
促
進
し
て
、
企
業
価
値
の

向
上
を
支
援
し
ま
す

〇
法
人
会
は
、
税
制
提
言
等
の
活
動
を

通
じ
て
、
企
業
の
事
業
継
続
を
支

援
し
ま
す

［
地
域
の
振
興
に
寄
与
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　と
し
て
の
責
務
］

〇
法
人
会
は
、
社
会
貢
献
活
動
を
通
じ

て
、
地
域
の
振
興
に
寄
与
し
ま
す

〇
法
人
会
は
、
地
域
の
未
来
を
担
う
人
材

の
育
成
を
支
援
し
ま
す

〇
法
人
会
は
、
税
制
提
言
等
の
活
動
を
通

じ
て
、
地
域
の
人
々
が
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
社
会
づ
く
り
に
貢
献
し
ま
す

［
法
人
会
会
員
と
し
て
の
責
務
］

〇
法
人
会
会
員
は
、
税
や
経
営
の
研
修
、

地
域
企
業
と
の
交
流
を
通
じ
て
自
己
研

鑽
を
図
り
、
企
業
価
値
の
向
上
に
努
め

ま
す

〇
法
人
会
会
員
は
、
企
業
経
営
者
と
し
て

の
責
務
を
自
覚
し
、
納
税
面
や
雇
用
面

で
国
や
地
域
に
貢
献
で
き
る
よ
う
努
め

ま
す

〇
法
人
会
会
員
は
、
地
域
社
会
の
一
員
と

し
て
の
自
覚
を
持
ち
、
社
会
貢
献
活
動

等
法
人
会
の
活
動
に
積
極
的
に
参
画
し

ま
す

［
法
人
会
役
員
と
し
て
の
責
務
］

〇
法
人
会
役
員
は
、
公
益
活
動
を
担
う
団

体
の
役
員
と
し
て
の
誇
り
と
自
覚
を
持

ち
、
会
員
か
ら
信
頼
さ
れ
る
よ
う
行
動

し
ま
す

〇
法
人
会
役
員
は
、
自
ら
の
職
務
を
充
分

理
解
し
、
地
域
や
会
員
企
業
に
貢
献
で

き
る
よ
う
事
業
運
営
に
努
め
ま
す

〇
法
人
会
役
員
は
、
法
人
会
や
地
域
の
活

性
・
発
展
の
た
め
の
先
導
的
役
割
を
果

た
す
と
と
も
に
、
次
代
を
担
う
人
材
の

育
成
・
登
用
に
努
め
ま
す

法
人
会
の
理
念
・
行
動
規
範
が
決
定
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秋 好 克 則
0973　　

72-0626

0973　　

24-5179

0973　　

72-0285

0973　　

72-5005

28-5630

玖珠町帆足63-2

坂 本 逸 馬 22-6539日田市中本町5-45

大 地 　 彰 24-1842日田市中央1-7-27

坂 本 正 治 22-6539

小 ヶ内和義 22-3448
日田市東町5-41

オガウチ税理士法人

日田市中本町5-45

坂本逸馬税理士事務所

日田市上手町1-1

小野英範税理士事務所

日田市田島1-9-6

フルカワビル

日田市東町5-41

オガウチ税理士法人

長澤千津子 22-6607日田市三本松1-4-34

立 花 昭 彦 26-0031

小 ヶ内聡行 22-3448

小 野 謙 一 玖珠町塚脇277-5

藤 澤久美子 24-2639日田市大字三和152-2

小 野 英 範 26-0031日田市上手町1-1

岐 部 近 義 玖珠町塚脇297-1

松 本 　 学 24-5828日田市中城町2-27

森 　 正 憲 26-3256日田市川原町1-32

森 　憲一郎 26-3256
日田市川原町1-32

森正憲税理士事務所

財 津 道 好 24-9713日田市大字三和2671 矢羽田美代子 28-5740日田市亀川町867-4

渡 邉 　 篤

坂 田 藤 則 26-0728日田市南元町5-28 湯 浅 祥 司 玖珠町塚脇180-12

税 理 士 電話番号事　務　所 税 理 士 電話番号事　務　所

日田税務署管内の登録税理士

◆税理士はあなたの暮らしのパートナーです。

税理士は、公正な立場で税金についてご相談に応じ、

税務書類を作成し、納税者の皆様のために責任を持

って税務の代理をします。

◆税理士は事業発展のお手伝いをします。

税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計、帳

簿の記帳代行などを行うほか、企業からのご相談に

応じ事業の発展をお手伝いします。

◆税理士は、社会に貢献しています。

「税を考える週間」や「税理士記念日」などに、無

料で税務相談等を行っています。また、裁判所の民

事、家事の調停制度、成年後見制度などに積極的に

参画し、さらに、租税教育への取り組みなど、税理

士の知識を活かして社会貢献に努めています。

◆新しい時代に向かって、税理士はチャレンジします。

近年の法改正により、商法においては現物出資等の

評価証明の専門家として、地方自治法においては外

部監査人の有資格者としてそれぞれ「税理士」が明

記されました。

新しい時代に向かって、より多くの場面で納税者の

皆様のお役に立てるよう、税理士はチャレンジしま

す。

◆税理士は秘密を守ります。

税理士は、職務上知り得た秘密を守る義務（守秘義

務）があります。安心してご相談下さい。

◆無資格者にご注意を！

税理士の仕事は、無料であっても税理士以外の者が

行うことはできません。税理士は「税理士証票」を

持ち、バッジを付けています。私たちの暮らしには、

必ず税金がかかわってきます。相続や事業継承、土

地・建物の譲渡などについては、事前にご相談され

ることをお勧めします。

税理士はこんな仕事をしています税理士はこんな仕事をしています

ご存知ですか？　税理士のことご存知ですか？　税理士のこと
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